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水源林造成事業の取り組み

多様な森林への誘導



水源林造成事業の取り組み
水源林造成事業の分布と規模

【国土面積(約3800万ha)の構成】

その他
（宅地・農用地等）

約1300万ha

森林 約2500万ha

うち国有保安林約700万ha
うち民有保安林約500万ha

水源林造成事業
約１割

昭和３６年事業開始から全国４６
都道府県にて約２万１千箇所・約４
９万haの水源林を造成

水源林造成事業位置 民有保安林
約500万ha

４９万ha≒福岡県の面積



九州における水源林造成事業の分布と実績

水源林造成事業の取り組み

奄美大島

昭和３６年度事業開始から
約４千箇所・約７万haの
水源林を造成

九州整備局管内県別植栽面積

単位：ha

34%

21%
24%

３県で約８割

水源林造成事業位置
令和５年度末現在

７万ha≒奄美大島の面積



九州整備局管内令級別面積

水源林造成事業の取り組み

単位：ha

令級

令和５年度末現況

Ⅹ令級以上が約５割



【平成８年】 「森林整備手法の多様化」の取り組みにより、「水源複層林整備
事業」を導入

【平成19年】 「事業のリモデル」により、平成20年度より長伐期における針広
混交林及び育成複層林を造成

【平成23年】 森林・林業基本計画に基づき、「針広混交の育成複層林の造成等
へ転換する施業を推進する」こととし、育成複層林に誘導するため
50年生程度の森林を対象に実施

【令和３年】 令和３年に閣議決定された森林・林業基本計画では、「奥地水源
等の保安林については、水源林造成事業により森林造成を計画的に
行うとともに、既契約分については育成複層林等へ
の誘導を進めていく」

森林研究・整備機構の第５期中長期計画により、既契約地で主伐
を迎える森林の対策の一つとして育成複層林の造成を実施

育成複層林整備の取り組み
育成複層林の沿革



育成複層林整備の取り組み
育成複層林の目的等

（育成複層林の対象地）

分収造林事業により造成された標準伐期齢以上の森林のうち以下のいずれかに位置すること

① ダム・簡易水道等の上流にある森林

② 景観保全に配慮する森林や育成複層林への誘導が望ましい森林

また、効果的に育成複層林を造成する観点から、以下の各条件に合致すること

① 育成複層林に誘導する区域が概ね5ha以上

② 作業道が十分設置済か今後、作業道整備が見込まれる森林

③ 造林木の成長が見込まれ、契約者全員の同意が得られる森林

水源複層林整備事業では、公益的機能を持続的かつ高度に発揮する観点から、林齢の異なる
複数の樹冠層を有する森林を造成する。

（育成複層林の区分）

・ 群状複層林：上木を群状に保残した残りの部分に下木として植栽。

（尾根、谷等自然境や道などで区域を設定）

・ 帯状複層林：植栽帯と上木の保存帯を交互に配置。

（植栽幅は樹高の2倍以上で設定）



育成複層林整備の取り組み

（育成複層林の方法）

・ 伐採区域を２回に分ける二段林と３回に分ける三段林があり、契約相手方との協議

により決定。

（初回の下木植栽とその育成は、水源林造成事業により実施）

Ｒ２年度までは立木（入札）で販売し、
伐採後に造林者が植栽～保育を実施

Ｒ３年度からは造林者が更新伐事業で立木
を伐採し、植栽までを一貫して実施する施
業方法に変更



育成複層林整備の取り組み
平成２９年度以降の育成複層林整備面積推移（九州整備局管内）

ha

Ｒ６年度は計画面積
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面積は、植栽した下木面積と群状に保残した上木面積の合計面積



育成複層林整備の取り組み

・１伐区の大きさは２ha以下
・尾根、谷等地形や道等で伐区を区切り、連続伐区でなく伐区
を分散（千鳥配置）して伐採
・初回、伐採～植栽～保育はセンターが実施（伐造一貫作業）

概ね50年生
上木：概ね50年生
下木：伐採後植栽

上木：概ね90年生
下木：概ね40年生

路網整備

４０年後

育成複層林造成（群状）イメージ

二段林イメージ
（４０年毎に伐採 ８０年輪伐期）

更新伐と下木植栽



育成複層林整備の取り組み

育成複層林二段林施業地（長崎県西海市）

育成複層林造成（群状）イメージ
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Ｒ３年度伐採・植栽・Ｒ８３年度伐採予定

Ｒ４３年度 伐採予定 （所有者により植栽）

二段林イメージ
（４０年毎に伐採 ８０年輪伐期）



育成複層林整備の取り組み
複層林造成モデル（二段林）

【二段林の育成複層林に誘導するモデル（80年輪伐期）】
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育成複層林整備の取り組み

Ｈ２２年度伐採・Ｈ２４年度植栽・Ｒ１００年伐採予定

Ｒ４０年度伐採予定（所有者により植栽）

Ｒ７０年度伐採予定（所有者により植栽）

Ｈ２４年度伐採・Ｒ２６年度植栽・Ｒ１０２年伐採予定

Ｒ４２年度伐採予定（所有者により植栽）

Ｒ７２年度伐採予定（所有者により植栽）

三段林イメージ
（３０年毎に伐採 ９０年輪伐期）

伐採後、２年以内に植栽を完了

平成24年度

平成22年度

育成複層林三段林施業地（熊本県人吉市）

育成複層林造成（群状）イメージ



複層林造成モデル（三段林）

育成複層林整備の取り組み

【三段林の育成複層林に誘導するモデル（９０年輪伐期）】
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水源林造成事業の取り組み
周辺の森林とあわせた面的な森林整備



育成複層林整備の取り組み

育成複層林モデル造林地の拡充

・森林整備センターでは育成複層林の推進、水源林造成事業への
理解を深めてもらうなどを目的として、各地域にモデルとなる育
成複層林モデル造林地を設定し、現地見学会を開催予定

・令和６年１１月に、熊本県人吉市の育成複層林モデル造林地に
て現地見学会の開催を計画

・各県内においても、令和７年度以降に育成複層林モデル造林地
を設定し、現地見学会を開催予定

【今後の取り組み】


